同等品で入札を希望する場合の手続について

入札仕様書等に参考品と表示のある物品については、それと同等以上の品物（以下「同等品」という。）を選定し、入札に参加することができます。
同等品で入札を希望する場合は、必ず別紙「同等品確認書」を作成し、入札案件ごとに定められた質疑の方法により、事前に同等品の確認をしてください。
１同等品の定義 
同等品は、規格（形状、材質、大きさ等）・品質・性能が例示品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするものであり、定価は概ね例示品と同等以上であるものとします。
２同等品の審査の方法 
同等品確認書を提出する際には、同等品として提示した機器等のカタログ・定価や性能を証明する書類を添付してください。
※ 参考品が廃番等の場合も同等品確認申請をしてください。
３同等品可否決定の通知
　指定する日時までに提出された「同等品規格確認書」については、同確認書の「判定」欄に、認定の場合は「可」を、不認定の場合は「否」の文字を記入して返送（ＦＡＸ）することにより通知します。

なお、審査結果が入札又は見積日の前日までに通知が届かない場合は、契約係（03-3432-4961）に確認してください。
事前に確認を受けていない同等品で見積もり落札候補者となった場合、その物品で契約を締結することはできませんので必ず事前に確認してください。
入札前に指定された方法で確認をとっていない物品で応札して落札したことが落札後に判明した場合は、次のいずれかの対応となります。
・参考品を納入していただきます。
・仕様を満たす物品の納入ができない場合には、落札後契約辞退の取り扱いとなります。
別紙
同等品確認書
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※当該確認書には、同等品として提示した機器等のカタログ又は規格及び性能を証明する書類を添付すること。
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